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【 会 議 録 】（概要） 
 日時:平成 20 年 10 月 24 日（金）18:00～21:30 

会議名 

越谷市自治基本条例審議会 

運営・調整委員会 ワーキンググループ

第２回会議 

場所 
越谷市役所第二庁舎５階 

研修室１・２ 

件名 

議題 

○協議事項 
（１）条例の構造について 
（２）各部会の担当部分について 

資料等 有  無 

出席者 

出席委員 

佐々木委員長、櫻井（慶）会長、田部井委員、小河原委員、樋口委員、 

江利川委員（６名） 

欠席委員 

原田委員（１名） 

事務局 

中山企画課副主幹、水口同主事、斉藤同主事（３名） 

支援者：特定非営利活動法人越谷ＮＰＯセンター（１名） 

傍聴者 なし 

内 容 ◆主な意見等のとおり 

●合意・決定事項等 

・第１回会議での議論を踏まえて作成した【資料１】（（仮称）越谷市自治基本条例・構造検討資料）に

ついて検討し、【資料２】としてまとめた。 

《主な変更点》 

①｢第２章 自治の基本原則｣を｢第２章 自治の基本理念と基本原則｣とし、｢自治の基本理念｣を条とし

て加えた。また、｢法令の自主解釈｣、｢財政自治の原則｣及び｢対等及び協力の原則｣を１つの条にまと

め、｢自主・自立の原則｣とした。 

②｢第３章 市民・コミュニティ｣にある｢住民投票｣について１つの章として独立させ、｢第５章 住民投

票｣とした。 

③｢第４章 市議会・市長・執行機関｣と｢第５章 行政運営｣を１つの章としてまとめ、｢第４章 市

議会・市長・行政｣とした。 

 

・各部会の担当部分については、次回の運営・調整委員会で検討することとした。 

・次回の運営・調整委員会で、ワーキンググループの会議で検討した条例の構造及び１１月中旬に

予定している全体会の会議を待たずに各部会で個別検討事項について素案の作成を開始すること

を提案することとした。 
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◆主な意見等 

・自治のルールとして基本原則を盛り込むと同時に越谷市のあるべき姿｢理念｣についても盛り込む

必要があると思う。 

・｢市民自治｣の実現、｢自治力｣の向上が条例の大きなテーマになると思う。 

・｢法令の自主解釈｣、｢財政自治の原則｣、｢対等及び協力の原則｣については、自主・自立の原則と

して１つにまとめることが出来ると思う。 

・各論については、｢自治の推進｣としてまとめ、いくつかの章に分けるという考え方で良いと思う。

・｢第４章 市議会・市長・執行機関｣と｢第５章 行政運営｣については、特に区別する必要がない

と思う。 

・｢市｣、｢市長｣及び｢執行機関｣の用語について整理した方が良いと思う。 

・｢役割｣、｢責務｣などの用語は現段階ではない方が分かりやすいと思う。 

・｢住民投票｣については、別に章を設けて独立させた方が良いと思う。 

→市民の権利として考えると｢第３章 市民・コミュニティ｣に位置づけても良いと思う。 

→｢住民投票｣には、市長や議会の発議についても盛り込むと考えると独立させた方が良いと思う。

→｢住民投票｣を大きな権利として捉え、際立たせるには独立させた方が良いと思う。 

・条例推進組織については設置する必要があると思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


